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「日本人の配偶者等」ビザ申請の要件 簡易チェックシート①
～日本在住の外国人が、日本人と結婚した場合の変更許可申請～

「日本人の配偶者等」の要件を満たしており、許可になる可能性が高いです。
今すぐ、無料相談にお申し込みください。
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Q1～10 の 10 項目が Yes なら、申請の要件を満たしている可能性が高いです

なお、以下の項目に該当する方は、個別相談で詳しくお話をお聞きし、許可になるかどうかを
見極めます。該当する方も、お気軽に無料相談にお申し込みください。

日本と外国人配偶者の母国で、正式に結
婚手続きが終了しているQ1

夫婦が同居している（同じ住民票に記載
されている）Q2

夫婦の住居は2人で暮らせる十分なスペー
スがあるQ3

夫婦で暮らしていけるだけの定期的な収入
がある（月20万円以上）Q4

出会ってから結婚までの期間が半年以上
あるQ5 実際に会った回数が3回以上あるQ6

交際を証明できる写真が20枚以上あるQ7
メールやLINE等で、交際関係が継続して
いた履歴を証明できるQ8

夫婦の両親、兄弟など親族はこの結婚の
ことを知っているQ9

オーバーステイなど不法在留、不法就労状
態にないQ10

夫婦の年齢差が15歳以上離れているA 夫婦のどちらかがの年齢が50歳以上だB

夫婦のどちらかの離婚歴が3回以上あるC 日本人側が年金生活者だD

過去、オーバーステイによる出国命令や退
去強制処分になったことがあるE


